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 条    例  
 宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

令和２年12月28日 

                                                          宮津市長  城 﨑 雅 文 

宮津市条例第31号 

宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和60年条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第94号中「第66号」を「第74号」に改め、同号を同表第102号とし、同表中第51号から第93号

までを８号ずつ繰り下げ、第59号の前に次の２号を加える。 

(57) 地域医療のあり方検討委員会の会長 同 20,000円 

(58) 同委員 同 17,200円又は7,500円 

 別表中第50号を第56号とし、同表中第41号から第49号までを６号ずつ繰り下げ、第47号の前に次の

４号を加える。 

(43) 公共施設マネジメント推進会議の座長 同 20,000円 

(44) 同委員 同 15,000円又は7,500円 

(45) 環境基本計画策定委員会の委員長 同 20,000円 

(46) 同委員 同 7,500円 

別表中第40号を第42号とし、同表中第37号から第39号までを２号ずつ繰り下げ、第36号の次に次の

２号を加える。 

(37) 市有地有効活用事業者選定委員会の座長 同 20,000円 

(38) 同委員 同 15,000円又は7,500円 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第45号及び第46号の規定は、令和２年10月８日

から適用する。 

 （報酬の内払） 

２ 改正前の別表第64号及び第65号の規定により、令和２年10月８日からこの条例の施行の日の前日

までに支払われた環境基本計画策定委員会の委員長及び委員に対する報酬は、改正後の別表第45号

及び第46号の規定による報酬の内払とみなす。 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

 宮津市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年12月28日 

                                 宮津市長 城 﨑 雅 文  

宮津市条例第32号 

宮津市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例 

 （宮津市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正） 

第１条 宮津市督促手数料及び延滞金徴収条例（昭和44年条例第15号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第93条第

２項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項におい

て「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年における特例基準割合」

を「その年における延滞金特例基準割合」に、「当該特例基準割合」を「当該延滞金特例基準割合」
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に改める。 

 （宮津都市計画事業中町通地区土地区画整理事業施行規程の一部改正） 

第２条 宮津都市計画事業中町通地区土地区画整理事業施行規程（平成７年条例第29号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第２項中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第93条第

２項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項におい

て「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年における特例基準割合」

を「その年における延滞金特例基準割合」に、「当該特例基準割合」を「当該延滞金特例基準割合」

に改める。 

 （宮津市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第３条 宮津市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成４年条例第29号）の一部を次のように

改正する。 

  附則第２項中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第93条第

２項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項におい

て「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年における特例基準割合」

を「その年における延滞金特例基準割合」に、「当該特例基準割合」を「当該延滞金特例基準割合」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の宮津市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第３項、宮津都市計画事業中

町通地区土地区画整理事業施行規程附則第２項及び宮津市公共下水道事業受益者負担に関する条

例附則第２項の規定は、延滞金のうち、令和３年１月１日以後の期間に対応するものについて適用

し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

 

 

 規    則  
 宮津市老人福祉施設措置費徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年12月17日 

                                宮津市長 城 﨑 雅 文 

宮津市規則第28号 

   宮津市老人福祉施設措置費徴収規則の一部を改正する規則 

宮津市老人福祉施設措置費徴収規則（昭和51年規則第31号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項に次の１号を加える。 

 (3) 法第10条の４第１項第３号及び第11条第１項第２号に基づく被措置者については、当該措置                   

に要する費用の額（指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省

告示第21号）により算定した額に当該特別養護老人ホームにおける居住費及び食費を加えた額）

から、法第21条の２の規定に基づき宮津市が支弁することを要しないとされた額（介護保険給付

を受けることができない者の場合は、これに相当する額）を控除した額。ただし、その額を適用

すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、徴収しない。  

   附 則 

 この規則は、令和３年１月１日から施行する。 



  

第８８７号          宮 津 市 公 報 

 

 
3 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和２年12月18日 

宮津市長  城 﨑 雅 文 

宮津市規則第29号 

宮津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

宮津市国民健康保険条例施行規則（平成６年規則第19号）の一部を次のように改正する。 

附則第４項中「令和２年12月31日」を「令和３年３月31日」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 告    示  
宮津市告示第131号 

宮津市ひとり親世帯臨時特別給付金支給要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和２年12月25日 

                                宮津市長 城 﨑 雅 文  

   宮津市ひとり親世帯臨時特別給付金支給要綱の一部を改正する要綱 

 宮津市ひとり親世帯臨時特別給付金支給要綱（令和２年告示第96号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「「ひとり親世帯臨時特別給付金支給要領」を「令和２年12月11日付一部改正後の「ひと

り親世帯臨時特別給付金支給要領」に改める。 

 第３条第１号中「基本給付」の次に「（再支給分を含む。）」を加える。 

 第４条中「基本給付」の次に「（再支給分を含む。ただし、令和２年12月11日時点で既に基本給付

の支給を受けている又は申請をしている場合を除く。）」を加える。 

 第５条第２項中「基本給付」の次に「（再支給分）」を加え、同条第３項中「前項」を「前２項」に

改め、「基本給付」の次に「（再支給分）」を加え、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１

項を加える。 

３ 市長は、令和２年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている又は申請をしている公的年金 

等受給者及び家計急変者に対して、基本給付（再支給分）の支給を決定し通知するものとする。  

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市告示第132号 

宮津市公印のうち市長印の電子印を作成するので、宮津市公印規則（昭和49年規則第16号）第７条

第２項の規定により告示する。 

令和２年12月25日 

宮津市長  城 﨑 雅 文 

 

印 影 公印の名称及び使用区分 使用開始期日 

 

 

 

<省 略> 

 

 

 

市長印 

市長名をもって発する文書 

（学校給食費決定通知書） 

（学校給食費精算通知書） 

（学校給食費還付通知書） 

（学校給食費充当通知書） 

 

 

令和３年３月１日 
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――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 

宮津市告示第133号 

宮津市妊婦健康診査助成金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和２年12月28日 

                                宮津市長 城 﨑 雅 文  

   宮津市妊婦健康診査助成金交付要綱の一部を改正する要綱 

 宮津市妊婦健康診査助成金交付要綱（平成19年告示第37号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「者は」の次に「、本市に住所を有する妊婦であって」を加え、「いずれにも」を「いず

れかに」に改め、同条中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、同条に次の１号を加える。 

 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に適当と認める者 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 

 

 公    告  
宮津市公告第61号 

 重要文化財旧三上家住宅の管理運営について、指定管理者を次のとおり募集します。 

  令和２年12月25日 

宮津市長 城 﨑 雅 文 

１ 施設の概要 

(1) 名  称  重要文化財旧三上家住宅 

 (2) 所 在 地  宮津市字河原1850番地 

 (3) 対象施設  木造一部２階建 

           敷地面積 1,056.22㎡ 

           延床面積  860.40㎡ 

           平成12月４月 施設供用開始 

 (4) 主な施設内容 

    主屋、新座敷、庭座敷、表門、酒造蔵、釜場、道具蔵、什器蔵、庭園、茶室等 

２ 指定の期間（予定） 

  令和３年４月１日から令和６年３月31日まで 

３ 指定管理者が行う業務 

(1) 旧三上家住宅の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(2) 旧三上家住宅の観覧及び使用の許可に関する業務 

(3) 旧三上家住宅の観覧及び使用の促進に関する業務 

(4) 旧三上家住宅の設置目的に適合する自主事業の企画実施に関する業務 

(5) その他旧三上家住宅の管理業務 

４ 指定管理者の応募資格 

  募集要項に記載した資格要件を満たすこと。 

５ 応募の方法 

(1) 応募書類 

指定申請書、事業計画書その他募集要項で指定する書類 

(2) 募集期間 

令和３年１月５日（火）から令和３年１月22日（金）まで 

(3) 提出方法・部数等 

募集要項において定めるところによります。 
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(4) 現地説明会 

日時 令和３年１月12日（火） 午後１時３０分から 

場所 重要文化財旧三上家住宅 

参加申込み 令和３年１月７日（木）までに、電話等にて申込みを行ってください。 

６ 選定及び指定の方法 

  提出された応募書類をもとに指定管理者選定委員会による審査に基づき、指定管理者の候補者を

市長が選定し、市議会の議決を受けて指定します。 

７ その他 

(1) この募集に関する詳細は、募集要項において定めるところによります。 

(2) 問い合わせ先 

宮津市教育委員会事務局社会教育課社会教育係（文化振興担当） 

 電話番号 0772-45-1642（直通） 

 

 

 水 道 企 業  
《告 示》 

宮津市上下水道告示第12号 

 宮津市下水道排水設備指定工事業者の指定辞退の届出を受理したので、宮津市下水道排水設備指定

工事業者に関する規程（令和２年水管規程第３号）第11条第１項の規定により指定を取り消し、同規

程第16条の規定により告示する。 

  令和２年12月25日 

                                宮津市上下水道事業 

                                 宮津市長 城 﨑 雅 文  

 指定番号 宮下水道指定第85号 

  (1) 名 称 矢野電器株式会社 

  (2) 所在地 与謝郡与謝野町字加悦201番地 

  (3) 代表者 矢 野 恒 和 

 

 

《公 告》 

宮津市上下水道公告第２号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定

により、次のとおり公告します。 

 その関係図面は、令和２年12月11日から２週間、宮津市建設部上下水道課（本館南棟２階）におい

て縦覧に供します。 

  令和２年12月10日 

宮津市上下水道事業 

                                 宮津市長 城 﨑 雅 文  

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日 

  令和２年12月28日 

２ 供用(下水の処理)を開始する区域 

  宮津市字宮村の一部 

３ 供用を開始する排水施設の位置 

  宮津市字宮村の一部 

４ 供用を開始する排水施設の分流式及び合流式の別 

  分流式 

５ 略図 

  別紙のとおり（省略） 
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 教育委員会  
《告 示》 

宮津市教育委員会告示第15号 

令和２年第15回宮津市教育委員会定例会を次のとおり招集する。 

令和２年12月15日 

                                宮津市教育委員会      

                                 教育長 山 本 雅 弘  

１ 日 時 令和２年12月18日（金）午前９時00分 

２ 場 所 宮津市福祉・教育総合プラザ（４階応接会議室） 

 
 

 監 査 委 員  
監査公表第89号 

住民監査請求監査結果公表 

 地方自治法第242条第５項の規定により、標記の請求に係る監査を行いましたので、請求人に対す

る監査結果の通知文を次のとおり公表します。 

  令和２年12月18日 

宮津市監査委員  中  村 明  昌 

                               同     星  野 和  彦 

 

（注）宮津市個人情報保護条例に基づき個人情報を保護する観点から、個人及び特定の個人が識別さ

れる情報は省略した。 

 

   請求人に対する監査結果の通知文 

宮監第  31  号  

令和２年12月18日  

 

請求人  

   （省 略） 

宮津市監査委員  中 村 明 昌 

                         同     星 野 和 彦 

 

   住民監査請求に基づく監査の結果について 

 

 請求人が令和２年10月19日付けで提起した住民監査請求について、監査の結果を決定したので別紙

のとおり通知します。 

 

決 定 書 

第１ 請求人 

（省 略） 

第２ 請求の要旨（原文のまま記載） 

・誰が 

  宮津市長 

・いつ、どのような財務会計行為を行っているか 
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     昭和53年頃から昭和63年頃にかけて、宮津市栗田字小田宿野及び中津の栗田漁港海岸縁の

護岸工事を行っている。 

     このときの工事は背後の民地と海面の間に存在している国有海浜地を残して海の中に護

岸を作製している。 

     この工事によって、国有海浜地が残り、背後の民地の間に国有の公共空地（元海浜地）が

造成された（工事の時に海浜地を造成して公共空地となった）。 

     この公共空地は国有地であるが、栗田漁港管理者である宮津市長が漁港漁場整備法第39条

第１項及び宮津市漁港管理条例第11条に基づき管理することとなっている。 

     現在はこの公共空地には家が建てられたり駐車場になったり畑にされたりしている。 

   ・その行為は、どのような理由で違法・不当なのか 

     漁港の用地として不要な公共空地が生じた場合は境界確定をしたうえで、海浜地としての

用途廃止をし、国（近畿財務局）へ引継ぎをしたうえで用地の売却等の処分をする必要があ

る。 

     それまでの間で当該公共空地を個人等に使用させる場合は、漁港漁場整備法第39条第１項

に基づき占用許可をしたうえで、宮津市漁港管理条例第11条により占用料を賦課徴収する必

要がある。 

     しかし、上記のような手続きや行政処分がなされていない。 

     令和２年９月23日付けで情報公開請求し、令和２年10月７日付けで公開決定があったが、

占用許可している形跡はない。 

     同日付けで行政手続法第36条の３及び宮津市行政手続条例第37条で、「処分等の求めの申

し出」を宮津市長宛に提出した。 

   ・その結果どのような損害が市に生じているのか 

     現在、家が建ったり駐車場等に利用されたり畑に使用されている当該公共空地は漁港漁場

整備法第39条第１項に基づき占用許可したうえで、宮津市漁港管理条例第11条により占用料

を徴収する必要がある。 

     しかし、現在においてそれがなされておらず、徴収しなければならない公共空地占用料が

賦課徴収されておらず、市に損失が発生している。 

   ・どのような措置を請求するのか 

     上記公共空地について境界確定がなされていない部分を市の責任において早急に境界確

定を実施し、漁港用地として不要な部分は海浜地の用途廃止をして財務局へ引き継ぐととも

に、それまでの間は建てられている家屋、駐車場や畑として使用されている部分は、漁港漁

場整備法第39条第１項に基づき占用許可をしたうえで、宮津市漁港管理条例第11条により占

用料を賦課徴収するよう求める。（占用料の賦課徴収が不可なら相当額の損害賠償請求又は

不当利得返還請求することを求める。） 

     工事に起因する境界確定であるため、小田宿野工区は宮津市の費用と責任で境界確定がな

されているが、中津工区は地区からの要望があるにもかかわらず未だ境界確定がなされてい

ない。 

 

第３ 請求の受理 

 本件請求は、令和２年10月19日に提起され、地方自治法第242条第1項及び第２項に定める要

件を具備するものとして受理した。 

 

第４ 監査の執行 

１ 監査の期間 

令和２年10月20日から同年12月18日まで 

   ２ 監査の対象部署 
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産業経済部農林水産課 

   ３ 現場検証 

     令和２年10月27日に産業経済部農林水産課担当課長及び同課課長補佐兼産業基盤係長の

立会いの下、現地を調査し、現場検証を行った。 

   ４ 請求人の陳述及び証拠提出 

     令和２年11月２日に請求人の陳述を聴取した。請求人は、証拠として「訴訟事例紹介 道

路上の不法占用物件に対し損害賠償請求等の措置を講じなかったことにより、行政の責任が

問われた事例 －東京都江東区道不法占用物件に関する住民訴訟－ 道路局道路交通管理

課 青柳敬直」の写し、宮津市漁港管理条例の写し、平成22年度福岡市政策法務研修報告書

（抜粋）の写し、中津地区住宅地図の写し及び公文書公開決定通知書「宮津市字小田宿野の

栗田漁港内護岸背後の国有地（元海浜地）の境界確定の分かる図面」の写しを提出した。 

   ５ 関係人の弁明書及び証拠提出 

     令和２年11月16日に宮津市長は弁明書及びこれに添付し証拠として国有財産法（抜粋）の

写し、国有財産法施行令（抜粋）の写し、海岸法（抜粋）の写し、漁業漁場整備法（抜粋）

の写し、水産庁監修『平成８年度版 漁港海岸事業設計の手引き』（抜粋）の写し及び水産

庁長官通知「漁港区域及び同区域に係る海岸保全区域等内における国有海浜地等の国有財産

法に基づく管理及び処分に関する事務取扱いについて」（平成12年4月1日付け12水港第862号）

の写しを提出した。 

６ 関係人の陳述 

     令和２年11月17日に産業経済部農林水産課担当課長及び同課課長補佐兼産業基盤係長の

陳述を聴取した。 

 

第５ 監査の結果 

１ 主 文 

     宮津市長に対し、栗田漁港の公共空地を占有許可なく占有している建築物等について、国

有地と民有地の境界が確定していない地区については京都府に対して同境界確定を促し、確

定している地区については現地の調査、自治会及び関係地権者との協議、占有面積の確定測

量等を行い令和４年３月31日までに適切に措置するよう勧告する。 

 

   ２ 理 由 

（1） 関係法令等 

本件請求に係る関係法令等は、次のとおりである。 

ア 国有財産法 

（国有財産の分類及び種類） 

      第３条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。 

      ２ 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。 

      一 略 

      二 公共用財産 国において直接公用の用に供し、又は供するものと決定したもの 

      三～四 略 

      ３ 略 

       （事務の分掌及び地方公共団体の行う事務） 

      第９条 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の

長に分掌させることができる。 

      ２ 略 

      ３ 国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村

が行うこととすることができる。 
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      ４ 略 

（境界確定の協議） 

      第31条の３ 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の境界が明らかでないためそ

の管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な

事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。 

      ２ 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、

同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定につき協議しなければならない。 

      ３ 第１項の協議が調った場合には、各省各庁の長及び隣接地の所有者は、書面により、

確定された境界を明らかにしなければならない。 

      ４ 略 

       （境界の決定） 

      第31条の４ 各省各庁の長は、前条第１項の規定により協議を求めた隣接地の所有者が

立ち会わないため協議することができないときは、当該隣接地の所在する市町村の職

員の立会いを求めて、境界を定めるための調査を行うものとする。ただし、当該隣接

地の所有者が正当な理由により立ち会うことができない場合において、その旨をあら

かじめ当該各省各庁の長に通知したときは、この限りではない。 

      ２ 各省各庁の長は、前項の調査に基づいてその調査に係る境界を定めることができる。 

      ３～５ 略 

     イ 国有財産法施行令 

       （事務の分掌及び地方公共団体の行う事務） 

      第６条 略 

      ２ 法第９条第３項の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げるものと

する。 

       一 次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分。ただし、次項各号に掲

げる事務を除く。 

        イ 漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第６条第１項から第４項までの規定

により指定された漁港の区域内に所在する国有財産で農林水産大臣の所管に属

するもの（公用財産、森林経営用財産、土地改良法（昭和24年法律第195号）第

94条に規定する土地改良財産、漁港漁場整備法第24条の２第１項に規定する国が

施行する特定漁港漁場整備事業によって生じた土地又は工作物、農地法（昭和27

年法律第229号）第45条第１項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの、海

岸法（昭和31年法律第101号）第２条第１項に規定する海岸保全施設及び同条第

２項に規定する公共海岸（土地に限る。）並びに食糧安定供給特別会計（食糧管

理勘定及び業務勘定に限る。）に属し、又は森林経営用財産の用途の廃止によっ

て生じた普通財産並びにハに掲げるものを除く。） 

        ロ 海岸法第２条第１項に規定する海岸保全施設（土地改良法第94条に規定する土

地改良財産、漁港漁場整備法第24条の２第１項に規定する国が施行する特定漁港

漁場整備事業によって生じた工作物及び農地法第45条第1項の規定による農林水

産大臣の管理に係るものを除く。）又は海岸法第２条第２項に規定する公共海岸

（土地に限る。）である国有財産（当該用地の廃止により生じる法第８条第１項

ただし書の普通財産を含む。）で農林水産大臣の所管に属するもの（海岸法第37

条の２第１項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。） 

        ハ～カ 略 

       二 略 

      ３～10 略 

     ウ 海岸法 
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       （管理） 

      第５条 海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知

事が行うものとする。 

      ２ 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる海岸

保全区域で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町

村の長がその管理を行うものとする。 

      ３ 前二項の規定にかかわらず、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁

港区域とが重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若し

くは港湾隣接地域の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体

の長がその管理を行うものとする。 

      ４～10 略 

     エ 漁港漁場整備法 

       （漁港の保全） 

      第39条 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良（水面

又は土地の占用を伴うものを除く。）、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の

放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用（公有水面の埋立てによ

る場合を除く。）をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。

ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規定によってする行為又は農林

水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。 

      ２～８ 略 

     オ 漁港漁場整備法施行規則 

       （漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの） 

      第13条 法第39条第1項ただし書の農林水産省令で定める軽易な行為は、次に掲げる行

為とする。 

      一 通常の管理行為 

      二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

     カ 宮津市漁港管理条例 

       （趣旨） 

第１条 この条例は、漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第26条の規定に基づき、 

市が管理する漁港の維持管理について必要な事項を定めるものとする。 

（占用及び使用の許可等） 

第９条 次に掲げるものは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を 

 変更しようとするときも、また同様とする。 

（1） 市有施設（水域施設を除く。）を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新

築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとするもの。 

（2）・（3） 略 

      ２ 略 

       （占用料） 

      第10条 市有施設を占用するものは、別表第1に掲げる占用料を納めなければならない。 

      ２～４ 略 

       （土砂採取料等） 

      第11条 法第39条第1項の規定による許可を受けたものは、別表第２に掲げる土砂採取

料又は水域及び公共空地占用料を納めなければならない。ただし、同条第４項に規定

するものについては、この限りでない。 

      ２ 略 

     キ 水産庁監修「平成8年度版 漁港海岸事業設計の手引」 
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（2） 工事施行にかかる民有地等の取り扱い 

①   略 

②  土地の境界線が不明な場合 

               国有地と民有地との境界が明示されていない場合、工事施行後に当該境界

の位置について問題となることがあるため、工事実施前に「国有財産法」に基

づく現地立会等の手続きにより境界を確定しておく。 

③  略 

     ク 漁港区域及び同区域に係る海岸保全区域等内における国有海浜地等の国有財産法に

基づく管理及び処分に関する事務取扱いについて（平成12年4月1日付け12水港第862号

水産庁長官通知） 

      第１・第2 略 

      第３ 海浜地等の所管替え、引継ぎ等 

       １ 略 

       ２ 都道府県知事は、漁港区域等の変更、取り消し等によりその管理する海浜地等を         

        農林水産省所管公共用財産として存置しておく必要がなくなったと認めたときは、    

        次の区分に従い処理するものとする。 

        (1) 他の省庁から当該省庁所管の公共用財産として存置する必要があるため所管  

          替えの協議を受けたものについては、令第６条第４項第１号ロの同意を受け、   

                   その所管替えを行う。 

                (2)（1）に該当するものを除き、令第６条第４項の用途廃止を行い、普通財産とし 

                   て財務局長に引継ぎを行う。 

       ３ 都道府県知事は、海浜地等であって次に掲げるものは、公共用財産の用途を廃止 

        して財務局長に引継ぐものとする。ただし、位置、立地条件、構造、使用目的等か 

        ら勘案して公共用財産として存置することが適当と認められるものを除く。 

        (1) ホテル、旅館、料理店、売店、住宅、事務所、水族館、試験場、倉庫、工場  

          等の建物その他の施設の敷地として宅地の状態において使用するもの 

         (2) 農耕、塩田等の適地であるもの 

                (3)～(5) 略 

                (6) その他公共用財産として存知する必要がないと認めるもの 

       ４ 都道府県知事は、２の（1）の所管替え又は２の（2）若しくは３の引継ぎに当た 

        っては、次により処理するものとする。 

         (1）当該海浜地等たる公共用財産が不法に占用されているときは、都道府県知事は、 

        あらかじめ自ら原状回復その他必要な監督処分を行うものとする。 

         (2)～(4) 略 

       第４ 略 

 

（2）認定事実 

   本件請求に関し、次の事実を認定した。 

① 中津地区について 

   ア 水産庁監修「平成８年度版 漁港海岸事業設計の手引き」によれば、「国有地と民有地と

の境界が明示されていない場合、工事施工後に当該境界の位置について問題となることがあ

るため、工事実施前に国有財産法に基づく現地立会等の手続きにより、境界を確定しておく」

こととされている。 

     しかし、中津地区においては、国有地と民有地の境界が確定されないまま、護岸整備工事

が実施された。これは、同護岸整備工事が、昭和47年度の災害復旧工事として早期に実施を

図る必要があったことから、個人財産の侵害の恐れのない公共空地の範囲内で工事が計画・
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実施されたためである。また、現在に至るまで、近隣の民地所有者から宮津市に対し、同護

岸整備工事によって個人の所有財産が侵害されたとの申し出がなされたことはなく、何ら問

題に至っていない。 

   イ また、宮津市は、中津地区において国土調査法による地籍調査事業を平成７年度に着手し

た。同事業の中で境界の確定を試みたものの、京都府と地権者間の協議が整わなかったので、

同事業の中では未確定の対応が取られた。 

 

② 小田宿野地区について 

ア 小田宿野地区においては、国有地と民有地の境界確定が京都府知事により、昭和53年から

昭和63年にかけて行われた。 

また、宮津市において、国土調査法による地籍調査事業が平成８・９年度に実施され、京

都府知事の境界確定図面に基づき境界確定が行われている。 

イ 現状、国有地（公共空地）に隣接する民有地の所有者の建築物等が、同国有地（公共空地）

の一部を占有している事実が認められる。このような占有のうち一件については宮津市漁港

管理条例に基づく占用許可がなされているが、その余の占有については占有許可等なされて

いない。 

 

（2）監査委員の判断 

① 境界確定の実施について 

    請求人は「中津地区の護岸工事によってできた公共空地について、境界確定がなされていな

い部分を市の責任において早急に境界確定を実施」することを求めているが、それはすなわち、

宮津市が筆界特定申請により、当該公共空地とその隣接地との境界確定を求めているものであ

ると判断する。 

    しかし、境界確定の事務は国有財産法第９条第３項及び同施行令第６条第２項の規定で、京

都府の受託事務となっている。国有財産法第31条の３及び第31条の４の規定からも、京都府が

境界確定の協議・決定を行うことは明らかであり、宮津市に同事務を行う権限はない。 

    したがって、請求人が求めている当該公共空地の位置及びその隣地との境界確定については、

京都府が境界確定の協議・決定を行うものであり、かつ、宮津市の財務会計上の行為としての

財産管理行為には当たらないことから、住民監査請求の対象事項には該当しないものと判断し

た。 

    よって、本請求を棄却する。 

 

② 財務局長への引継ぎについて 

不要な用地と判断される公共空地の用途を廃止して財務局長に引継ぐ事務を行うのは京都府

であり、宮津市に同事務を行う権限はない（「漁港区域及び同区域に係る海岸保全区域等内に

おける国有海浜地等の国有財産法に基づく管理及び処分に関する事務取扱いについて」（平成

12年4月1日付け12水港第862号水産庁長官通知）第3．３項）。 

 したがって請求人が求めている当該公共空地の用途廃止については、京都府の所管事務であ

り、かつ、宮津市の財務会計上の行為としての財産管理行為には当たらないことから、住民監

査請求の対象事項には該当しないものと判断した。 

 よって、本請求を棄却する。 

 

③ 占用料の賦課徴収等について 

  護岸整備工事によって生まれた公共空地を占用しようとする者は、宮津市漁港管理条例に基

づき、占用申請を提出し、市長の許可を受けなければならない。宮津市は、申請が提出されれ

ば現地を調査し関係地権者との協議、面積の確定測量を行い、占用申請書を提出の上、許可し
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ていく必要がある。 

 前記認定事実②のとおり、小田宿野地区においては、公共空地の一部を建築物等が占有して

おり、同占有については１件を除き占有許可等なされていない。 

 よって、宮津市長は、同占有に至った時期や経緯（護岸整備工事の以前あるいは条例施行以

前からの占有であるのか否か等）、占有の態様等（漁港の活用、維持管理に支障をきたしている

か否か等）について現地調査を行い、地元自治会及び関係地権者と協議を実施し、また、その

占有面積を測量のうえ、宮津市漁港管理条例等関係法令に基づく管理がなされるよう適切に対

処すべきと判断した。 

 また、国有地と民有地の境界確定がなされていない中津地区においては、京都府に境界確定

を促す等、宮津市漁港管理条例等関係法令に基づく管理が実現するよう適切に対処すべきと判

断した。 

 

３ 結語 

以上の判断により、本件請求については、境界確定の実施及び財務局長への引継ぎについては棄

却とするが、占用料の賦課徴収等については理由があると認め、地方自治法第242条第４項の規定

により主文のとおり決定する。 

 

令和２年12月18日 

宮津市監査委員  中 村 明 昌 

                         同     星 野 和 彦 

 

 

 農業委員会   
《告 示》 

宮津市農業委員会告示第13号 

 宮津市農業委員会定例総会を次のとおり招集する。 

  令和２年12月３日 
                                 宮津市農業委員会 
                                  会長 関 野 掲 司  

１ 日 時 令和２年12月10日（木） 午前９時30分 

２ 場  所  宮津市中央公民館(みやづ歴史の館) ３階 大会議室 

３  議  題  

議案第35号  農地法第５条の規定による許可申請に係る意見について 

議案第36号  非農地証明交付申請の承認について 

 


